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コスモス説明会

令和７年 ７月１５日(火)
令和７年 ９月１２日(金)

建設業労働災害防止協会
建設業労働衛生安全マネジメントシステムセンター
（コスモスセンター）

建設業労働安全衛生マネジメントシステム

令和７年度
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説明会参加に関するお願い

・Zoomの表示名に受講者No.を入れてください。
（会社名・氏名の表示は任意です）

・カメラをオフ、マイクをミュートにしてください。

・本説明会は記録のため、ホストPCで録画を行い
ます。画面上の通知が出たら続行を押してくださ
い。なお、録画の提供はございません。

・説明会中に事務局にどうしても伝えなければなら
ないことがありましたら、チャット又は電話にて連
絡してください。（TEL：03-3453‐1306）
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令和７年度 コスモス説明会 次第

13：30～13：35 開講挨拶

13：35～13：50 コスモスの必要性と導入の効果

13：50～14：30 「コスモス」について
－コスモスガイドラインのポイント－

14：30～14：40 （休憩）

14：40～15：20 中小規模建設事業場向けコスモス
「コンパクトコスモス」について

15：20～15：25 質疑応答

15：25～15：30 閉講挨拶
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令和７年度 コスモス説明会 次第
◎本説明会で「コスモス」と称しているものは、平成３０年４月１日に改訂

公表された「ニューコスモス」（NEW COHSMS）のことです。
建災防ホームページや発行済の書籍等には、ニューコスモスの文言が
残っていますが、順次コスモスに統一されていく予定です。

＜経緯＞
建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）ガイドライン
・平成１１年１１月１６日 公表
・平成１８年 ６月 １日 改正
・平成３０年 ４月 １日 改訂公表

※これまでのコスモス（旧コスモス）と区別するため、ニューコスモス
として公表

・令和７年４月以降、順次コスモスの名称に統一
（理由）①平成３０年の改訂公表から７年が経過していること

②旧コスモスでの認定建設事業が皆無であること
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１ コスモスの必要性と導入の効果

建設業労働災害防止協会

5



建設業労働災害防止協会

JCOSHA All right reserved

コスモス（ＣＯＨＳＭＳ）とは

「コスモス」は、店社と作業所（作業現場）を一体とした
組織をシステム確立の単位とするなど、建設業の特性
に対応した唯一の労働安全衛生マネジメントシステム
です。

「コスモス」は、“建設業労働安全衛生マネジメントシステム”
の英語表記の頭文字である「COHSMS」を“コスモス”と称したも
のです。

Construction Occupational Health
and Safety Management System
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※1 ISO45001とは労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格です。
※2 JIS Q45001はISO45001を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格です。
※3 JIS Q45100は、日本の国内法令との整合を図るとともに、多くの日本企業がこれまで取り組んできた具体的な安全衛生活動、日

本における安全衛生管理体制などを盛り込み、JISQ45001と一体で運用することによって、働く人の労働災害防止及び健康確保
のために実効ある労働安全衛生マネジメントシステムを構築することを目的とした日本産業規格です。

7

ILO（国際労働機関）
労働安全衛生マネジメントシステムのガイドライン（ILO-OSH2001）

労働安全衛生環境の変化に対応した改正
厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに 関する指針」

日本産業規格

JIS Q45001 ※2

JIS Q45100 ※3

国際規格

ISO45001 ※1

JIS Q45100も
踏まえた改正

国の指針

コスモスガイドラインの位置付け
【コスモスとILO-OSH2001とISO45001の関係】

業種別・規模別 OHSMSガイドライン

「国の指針」を踏まえたガイドライン
建災防「建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）ガイドライン」

準

拠

準
拠

整
合

同
等
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第八条
政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、建設工事従事者の安全及び健康の確保
に関する基本的な計画（以下この条及び次条第一項において「基本計
画」という。）を策定しなければならない。

（都道府県計画）
第九条
都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従
事者の安全及び健康の確保に関する計画（次項において「都道府県計
画」という。）を策定するよう努めるものとする。
２ 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。

建設工事従事者の安全及び健康確保に関する基本的な計画
（国・平成29年6月制定 令和5年変更）

建設職人基本法（平成29年3月施行）

第2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、政府が総合的か
つ計画的に講ずべき施策
４． 建設工事の現場の安全性の点検等

（１）建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に関する建設業者
等による自主的な取組の促進

建設工事の現場の安全衛生水準を高めていくためには、労働安全衛生
法令に基づく措置を講ずるだけでなく、建設業者がリスクアセスメント
を実施し、さらには自社の安全衛生に関する対策について計画・実行・
評価・改善する仕組み（マネジメントシステム）を構築することが重要で
ある。 ・・・・・
労働安全衛生マネジメントシステムの構築及び運用を行う取組・・・
・・を促進する。

労働安全衛生法 第二章 労働災害防止計画

第14次労働災害防止計画（令和5年3月）

（労働災害防止計画の策定）
第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、
労働災害の防止のための主要な対策に関 する事項その他労
働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画（以下「労働災
害防止計画」という。） を策定しなければならない。

（５）事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識
啓発の重要性

・・・事業者による安全衛生対策の促進と社会的に評価され
る環境の整備が必要である。そのための具体的な方策として
、 ・・・・・
「労働安全衛生マネジメントシステムの導入の有無」等

４ 重点事項ごとの具体的取組
（１）自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
ア 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環

境整備
・引き続き労働災害防止団体と連携し、労働安全衛生マネジ
メントシステムの活用・普及促進を図る。

１１２２２２２２

（令和5年～令和10年までの5か年計画）
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１ 工事が有期であること。

２ 元請工事業者と専門工事業者の協力体制の
もとに工事が進められること。

３ 店社と作業所が一体となり工事管理が行わ
れること。

我が国の建設業の固有の特性

9

コスモスは、建設業固有の特性を考慮した
労働安全衛生マネジメントシステムとなっています。

コスモスは、元請工事業者及び、下請工事業者でも
専門工事業者も運用できるマネジメントシステムです。
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なぜ コスモス が必要なのか

１ 安全衛生管理のノウハウの継承
・ 少子高齢化の進行
・ ベテラン社員の退職
・ 経験の少ない若手社員
・ 現場の安全衛生水準低下への懸念

２ 潜在的な危険性・有害性の除去
又は低減

・ これまでの安全管理は事後対応型
・ リスクアセスメントによる事前対応型へ
・ 「後追いの安全」から「先取りの安全」へ

３ 安全衛生管理・活動に対する
適正な評価

・ 安全衛生管理に対する評価は結果論に
なっていないか？

・ 日々の活動に対する適正な評価を求めたい
・ 「適正である」ことを証明する根拠は？

建設業の特性に
対応した

「労働安全衛生
マネジメントシステム」

の確立

解
決
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システムの確立から期待される主な効果等

１ 安全衛生管理のノウハウの確実な継承 及び

人材育成が可能

２ 安全衛生管理・活動の役割の明確化と

確実・効率的な安全衛生管理活動の実施が可能

３ 建設企業ごとに 組織風土にマッチし、独創性に

富んだマネジメントツールの開発が可能

４ 建設企業の安全衛生水準の継続的な向上が可能

５ 日常の安全衛生活動の取組みに対する

適正な評価が可能

６ 建設企業としての健全性・信頼性の向上が図れる

11
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これまでの安全衛生管理と
労働安全衛生マネジメントシステムによる管理

・対策積上げ方式 ・個別的 ・法令準拠型

12

＜従来＞

＜コスモス＞

従来からの安全衛生管理を基に、組織的に事前のリ
スクアセスメント、目標・計画の策定、実施、点検・評価
・改善を回すためのマニュアルを作成します。
このP・D・C・Aを回すことによりスパイラルアップを図り
、安全衛生水準の向上を図るための仕組みです。
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認定前後の災害指数
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COHSMS認定の効果 認定前後の災害指数（R3以前130社）

認定会社災害指

数

建設業災害指数

R3年以前認定130社の年間災害総人数を認定前年を100としての前5年と認定後の災害人数の指数
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コスモス認定の効果
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建設業全体の変化幅

コスモス認定事業場の方が

19.4ポイントも減少幅が

大きい

【グラフの解説】
このグラフは、令和3年以前に認定した130社の休業4日以上の死傷者総数を認定前年を100として認
定前5年と認定後の災害指数を表したものです。建設業全体の労働災害の減少数は12.5ポイントですが、
これと比べてコスモス認定事業場は減少数が31.9ポイントであり、その差は19.4ポイントとなります。
※令和6年1月1日のデータでは、減少幅は20.5ポイントでした。

（令和7年１月１日のデータ）

（基準点100）

コスモス認定の効果

認定前後の災害指数
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労働災害と事業者の責任

民事上の責任

行政上の責任刑事上の責任

社会上の責任

（現場で事故や災害発生！⇒四重責任のリスク）

※安衛法違反による送検
（罰則付き条項 30条 等）
※刑法違反による送検

（211条 等）

自由刑や財産刑
労働災害

※労契法による損賠訴訟（5条等）
※民法による損賠訴訟（415条、709条等）
※会社法による損賠訴訟（429条等）

※マスコミ等による報道
（実名・社名公表 等）

高額の金銭賠償

受注減等経営への打撃

信用失墜、廃業・倒産

コスモスは経営リスクをコントロールするツールでもあります。
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※安衛法による行政処分
（免許取消・使用停止命令 等）
※建業法による行政処分
（建設業許可取消 等）
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厚生労働省 ３課長通達について

令和７年度における建設業の安全衛生対策の推進について（要請）
（略）
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２ 「コスモス」について
－コスモスガイドラインのポイント－

建設業労働災害防止協会

17
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コスモス ガイドライン 基本的事項
５．２ 作業所において必要な基本的事項
５．２．１ 工事安全衛生方針の表明
５．２．２ 建設工事従事者及び施工する

工事に関係する店社の労働者の
意見の反映

５．２．３ システム体制の周知
５．２．４ 関係請負人の安全衛生管理能力

等の評価
５．２．５ 明文化
５．２．６ 記録
５．２．７ 危険性又は有害性等の調査及び

実施事項の決定
５．２．８ 心身の健康の保持増進及び

快適な職場環境形成への取組
５．２．９ 工事安全衛生目標の設定
５．２．１０ 工事安全衛生計画の作成
５．２．１１ 工事安全衛生計画の実施等
５．２．１２ 緊急事態への対応
５．２．１３ 日常的な点検、改善等
５．２．１４ 労働災害発生原因の調査等

５．１ 店社において必要な基本的事項
５．１．１ 安全衛生方針の表明
５．１．２ 労働者の意見の反映
５．１．３ システム体制の整備
５．１．４ システム教育の実施
５．１．５ 関係請負人の安全衛生管理能力

等の評価
５．１．６ 明文化
５．１．７ 記録
５．１．８ 危険性又は有害性等の調査及び

実施事項の決定
５．１．９ 心身の健康の保持増進及び

快適な職場環境形成への取組
５．１．１０ 安全衛生目標の設定
５．１．１１ 安全衛生計画の作成
５．１．１２ 安全衛生計画の実施等
５．１．１３ 緊急事態への対応
５．１．１４ 日常的な点検、改善等
５．１．１５ 労働災害発生原因の調査等
５．１．１６ システム監査
５．１．１７ システムの見直し
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Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｃ・Ａ Ｄ

Ｃ・Ａ

Ｃ

5.1.17　システムの見直し

5.1.16　システム監査

店社

作業所

Ａ

建設事業場

5.1.1　安全衛生方針の表明

5.1.10  安全衛生目標の設定

5.1.11  安全衛生計画の作成

5.1.12  安全衛生計画の実施等

5.1.14  日常的な点検、改善等

5.2.13  日常的な点検、改善等

5.2.8　心身の健康の保持増進

　　　及び快適な職場環境の形成

5.2.9　工事安全衛生目標の設定

5.2.10  工事安全衛生計画の作成

5.2.11  工事安全衛生計画の実施等

5.1.8　危険性又は有害性等の調査

　　　及び実施事項の決定

5.1.9　心身の健康の保持増進

　　　及び快適な職場環境の形成

5.2.1　工事安全衛生方針の表明

5.2.7　危険性又は有害性等の調査

　　　及び実施事項の決定

店社と作業所の主なＰＤＣＡサイクル
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コスモスガイドラインにおける関係者
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・工事監理者
・別途発注事業者
・店社関係者
・購買関係業者
・資機材供給業者
・資機材運搬業者
・給食業者

等 現場に出入り
する者

店 社 作 業 所

建設工事従事者

労働者

・元請労働者
・下請労働者
・派遣労働者
・外国人労働者

一人親方等

・一人親方
・自営業主、

家族従事者

元方事業者

・作業所長
・現場代理人

関係請負人

元方事業者の
工事を請負う
全ての請負人

第三者

・通行人等

当該工事の関係者
以外の者

その他関係者労働者

施工する工事に
関係する労働者
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ｃ
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5.1.2 労働者の意見の反映

5.2.2 建設工事従事者及び施工する工事に関係する店社の労働
者の意見の反映

（１） 労働者、建設工事従事者の意見の重要性

・ システムの実施運用に労働者及び建設工事従事者の協力
が不可欠

・ 労働者及び建設工事従事者は労働災害の被災者となる可
能性が大きい

（２） 何について意見を反映するのか？
・ 目標の設定
・ 計画の作成、実施、点検、改善

（３） 意見を聴く場は？
・ 店 社 ： 安全衛生委員会 等
・ 作業所 ： 施工検討会、事前検討会、災害防止協議会 等
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5.1.8 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定

5.2.7 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定

（１） 店社及び作業所においてリスクアセスメントを実施する手順
を作成し、リスクアセスメントを行います。

（２） 手順の作成に当たり基づくべき指針
・ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

・ 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する
指針」

（３） 調査結果に基づき労働災害を防止する対策を決定し、実施
します

（４） 対策の決定に当たっては、安衛法及び社内基準等に基づき
決定します
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危険性又は有害性等の調査等のフロー
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

実施体制の整備

情報の入手

Step-１ 危険性又は有害性の特定

Step-２ リスクの見積もり

Step-３ リスク低減措置の内容の検討

Step-４ リスク低減措置の決定と実施

記 録

作業の洗い出し
危険性又は有害性の抽出

重大性と可能性の組み合せ

評価点（リスクレベル）で
優先度を決定

優先順位を考慮したリス
ク低減策の決定
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法令に定められた事項の実施（該当がある場合）

２ 工学的対策

ガード、防護壁、安全装置、インターロック、局所排気装置等の設置
等、設備による対策

３ 管理的対策

マニュアルの整備、作業手順書の整備、立ち入り禁止措置、警報の
運用、教育訓練等

４ 個人用保護具の使用
法令に定められた安全帯、呼吸用保護具、保護衣等を使用

１ 設計や計画段階での対策

安全な工法への変更・機械設備の選択、危険な作業・材料の廃止・
変更等、設計や計画段階から労働者の就業に係る危険性や有害性
を除去又は低減する措置リ

ス
ク
低
減
措
置
の
優
先
順
位

高

低

リスク低減措置の内容の検討「優先順位」
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建設業における化学物質取り扱いリスク管理マニュアル

新しい化学物質管理の自律的管理の考え方に沿って、実際の建設作業現場におけ
る典型的な作業を洗い出し、労働者のばく露濃度を測定・分析し、ばく露濃度分析
結果の評価、有効なばく露濃度低減措置の検討結果を踏まえた典型的な作業に対
するリスク管理マニュアルを作成しました。

元請会社名

メーカー 作業期間

選任日 選任日

その他

注意事項

*

側板（サイドシール

ド）

付き保護眼鏡を使用

する。

保護眼鏡

上向き作業の場合は

側板

（サイドシールド）

付き

保護眼鏡を使用す

る。

1  酸素欠乏危険場所（密閉空間、地下室等）での作業においては、自給式呼吸器を使用すること。

2 ウレタン・エポキシ樹脂を含む製品には、 皮膚感作性、呼吸器感作性があるイソシアネート類が含まれている場合もあるので、保護具の着用に留意する。

皮膚が露出しない

服を使用する。

（夏季において

は、熱中症対策が

必要）

記録欄

異常の記録

（保護具忘

れ、こぼし

た、眼に入っ

たなど）

応急処置の記

録等

元請確認

各作業員

全員確認

サイン

保護衣 保護靴

裏表紙のチェック欄にチエックする。

作業 スプレー、刷毛又はローラーによる屋内ドア塗装 取扱い会社名

防護手袋

製品名 作業内容

保護具の留意点

(1)換気　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2)マスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)防護手袋を使用しての作業

危険性

　　　　　　○燃えやすい液体。蒸気が滞留すると爆発のおそれがある。

　　　　　　○塗料かす、清掃等に使用したウエスなどは、空気中で酸化し、発熱、蓄熱すると自然発火するおそれがある。
【

リ

ス

ク

低

減

対

策

】

化学物質管理者 保護具着用管理責任者

【吸収缶】   　・吸収缶は、開封後数日使用する場合も最大で5日間までである。

　　　　　　　　(メタノールを含む製品を使用した場合は、再利用してはならない。）

　　　　　　　・使用後は取扱説明書に従い、密閉容器に入れ、冷暗所で保管する。

【防護手袋】　・使用する手袋は、化学防護手袋とする。選定した化学防護手袋の耐透過性クラスを確認する。

化学物質名

ⒶⒷⒸⒹを記載

発がん物質（特別管理

物質又はがん原性物

質）の有無

刷毛、ローラでの

塗装

（接触）

Ⓒ
狭隘な場所、地下室での作業、㊕が含まれる溶剤を使用す

る場合には、防毒マスク（有機ガス用）を使用する。

※臭いがしたら、安全な場所（換気の良い場所）へ行き、

吸収缶を即交換する。(メタノールを含む製品を使用した

場合は、吸収缶を再利用してはならない。）

有害性

　　　　　　○アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがある。

　　　　　　○蒸気を吸入すると、アレルギー喘息または呼吸器困難をおこすおそれがある。

　　　　　　○発がん性のおそれがある。

　　　　　　○長期にわたる吸入や皮膚からのばく露により、①呼吸器、臓器、中枢神経系への障害、

　　　　　　　②生殖能力や胎児への悪影響のおそれがある。

Ⓓ

だめ直し等少量の

溶剤

を使用する塗装

（接触）

Ⓓ

Ⓑ スプレー塗装

Ⓒ

緊急時の対応

　○吸入によりめまいや頭痛等の異常がある場合、速やかに現場から運び出し、医師の診断を受ける。

　○皮膚に付着した場合はすぐに拭き取り、石鹸水及び水で洗い流し。炎症等が出た場合、速やかに医師の診断を受ける。

　○眼に入った場合直ちに清浄な流水で数分間洗眼した後、医師の処置を受ける。

作業内容

㋪皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第５９４条の２（令和6年4月1日施行）及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リストに記載されている物質

実際に使用したものを記載

㊕特定化学物質障害予防規則適用物質

全面形面体防じん機能付防毒マスクを推奨する。

※臭いがしたら、安全な場所(換気の良い場所）へ行き、

吸収缶を即交換する。(メタノールを含む製品を使用した

場合は、吸収缶を再利用してはならない。）

・ニトリルゴム製の手袋を使用する（溶剤が付着

した場合は、すぐに取り替える。）。

㊒有機溶剤中毒予防規則の適用物質

安全靴を使用す

る。

選択したマスクを記載 選択したものを記載 選択したものを記載

作業内容
作業内容・製品に応じた

呼吸用保護具

ⒶⒷⒸⒹを記載

2024年3月版

ドア塗装等有機溶剤取扱い作業　リスク管理マニュアル

保護具着用管

理責任者

(前日までに記

入)

Ⓐ

従事する

作業内容

(当日記入)

実際に使用したものを記載 実際に使用したものを記載

刷毛の洗浄

材料の撹拌

（飛沫）

防毒マスク（有機ガス用）を使用する。

※臭いがしたら、安全な場所(換気の良い場所）へ行き、

吸収缶を即交換する。(メタノールを含む製品を使用した

場合は、吸収缶を再利用してはならない。）

・ニトリルゴム製の手袋を使用する（溶剤が付着

した場合は、すぐに取り替える。）。

・ただし、洗浄液の中に手を入れる場合は、多層

フィルムを下にニトリルゴム製を上に重ねて使用

する。

Ⓐ

Ⓑ

例 ドア塗装等有機溶剤取扱い作業 リスク管理マニュアル

建災防ホームページ 「建設業における化学物質管理」を参照ください。

①セメント系粉体取扱い作業

②スラリー状のコンクリートを使用する作業
③ドア塗装等の有機溶剤取扱い作業
④防水等有機溶剤取扱い作業
⑤シーリング等有機溶剤取扱い作業
⑥接着（長尺シート等）作業
⑦開削工事のうち防水工事

底部プライマー塗布作業・
防水材スプレーガン吹付作業

⑧シールド工事
セグメントシール貼付け有機溶剤取扱い作業

⑨シールド工事
シールドマシン掘進作業及びセグメント運搬
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5.1.9 心身の健康の保持増進及び快適な職場環境形成への取組

5.2.8 心身の健康の保持増進及び快適な職場環境形成への取組

（１） 店社における対象者は、労働者（社員）
・ 社員に対する健康診断及び特殊健康診断の実施

・ 社員に対するストレスチェックの実施と希望者に対する
医師による面談の実施

・ 快適な職場環境の形成

（２） 作業所における対象者は、建設工事従事者
・ 協力会社の労働者（一人親方を含む）に対する健康診断

及び特殊健康診断の実施の確認

・ 協力会社の労働者に対するストレスチェックの実施と希
望者に対する医師による面談の実施の確認

・ 快適な職場環境の形成
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5.1.10 安全衛生目標の設定

5.2.9 工事安全衛生目標の設定

（１） 目標を設定し、周知する

（２） 店社の目標設定に当たり考慮すべき事項
① 危険性又は有害性等の調査結果
② 健康診断結果、ストレスチェック結果
③ 過去の安全衛生目標の達成状況、労働災害の発生状況

（３） 作業所の目標設定にあたり考慮すべき事項
① 危険性又は有害性等の調査結果
② 同種工事における労働災害の発生状況
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目標設定の考え方
店社の安全衛生目標

「一定期間内に達成すべき到達点」
最終の到達点（最終のゴール）ではなく、
安全衛生目標を設定した期間のＰＤＣＡ
サイクルが１回転した時点における到達点

作業所の工事安全衛生目標

「工期内に維持すべき安全衛生管理水準」
施工する工事に対して、どのような安全
衛生の水準を維持し、ＰＤＣＡを回しながら、
その状態が下がれば上げることのできる、
対策的で、できる限り数値的な（定量的な）
レベル 「災害ゼロで竣工するために何を
行うかが目標となる」

←今期目標

←次期目標

←次次期目標

最終ゴール

目 標 １

目 標 ２

目 標 ３
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5.1.11 安全衛生計画の作成

5.2.10 工事安全衛生計画の作成

（１） 計画を作成し、周知する

（２） 店社の計画に含めるべき事項
① リスクアセスメントの結果から決定された災害防止対策
② 健康診断、ストレスチェックの実施時期等
③ 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項

（安全衛生に関する行事、安全施工サイクル活動等）
④ 安全衛生教育の実施に関する事項
⑤ 協力会社に対する教育・指導に関する事項

（安全パトロールによる指導、安全衛生教育等）
⑥ 作業所に対する指導及び支援に関する事項
⑦ 安全衛生計画の期間（一般的に１年）
⑧ 安全衛生計画の見直しに関する事項

（一般的にはマニュアル等に記載）
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（１） 作業所の計画に含めるべき事項
① リスクアセスメントの結果から決定された災害防止対策
② 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項

（安全衛生に関する行事、安全施工サイクル活動等）
③ 安全衛生教育の実施に関する事項
④ 協力会社に対する教育・指導に関する事項

（災害防止協議会の開催、安全パトロールによる指導、
安全衛生教育等）

⑤ 工事安全衛生計画の期間（工事期間）
⑥ 工事安全衛生計画の見直しに関する事項

（一般的にはマニュアル等に記載）

（２） 店社の計画は、安全衛生委員会等に諮る

（３） 作業所の計画は、施工検討会、事前検討会等で意見を聴く
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5.1.12 安全衛生計画の実施等

5.2.11 工事安全衛生計画の実施等

終業時確
認

職場体操
朝礼

作業指示

安全ミー
ティング

ＫＹ活動

作業開始
前点検

作業所長
巡視

安全工程
打合せ

持ち場
片付け

作業所長
巡視

安全指示（Ｐ）

残留リスクの確
認（Ｐ）

作業実施

安全指示事項の
実施（Ｄ）

安全指示事項
の確認と是正

（Ｃ、Ａ）

安全指示事項
の確認と是正

（Ｃ、Ａ）

巡視結果の講評と是正指示（Ｃ、Ａ）
午後の作業と翌日の安全指示（Ｐ）

（１） 計画の実施に当たっては、詳細計画又は従うべき事項等を
明確にし、関係者に周知する

（２） 作業所における計画の実施は安全施工サイクルの中で
実施することが可能

工事安全衛生計画の実施
は施工管理と一体的に行う
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5.1.14 日常的な点検、改善等

5.2.13 日常的な点検、改善等

（１） 日常的な点検及び改善を実施する手順を定め、手順に基づ
き日常的な点検及び改善を実施する

（２） 日常的な点検とは？
① 目標の達成状況の点検
② 計画の進捗状況の点検

（３） 日常的な点検は、店社においては四半期ごと、作業所にお
いては毎月実施する

（４） 日常的な点検の結果については、店社においては安全衛生
委員会等で、作業所においては災害防止協議会等で審議し、
必要に応じて改善する
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5.1.16 システム監査

（１） システム監査の計画を作成し、監査の手順を定め、手順に基
づきシステム監査を行う

（２） 監査の結果、必要に応じて改善を行う

（３） システム監査は、定期的に（年1回以上）行う

（４） システム監査は、システムに関わる全ての部署が監査対象と
なる
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5.1.17 システムの見直し

（１） システム監査の結果を踏まえ、定期的に（年１回）システムを
全般的に見直す

（２） 「システムの見直し」は、システムの妥当性、有効性を確保す
るために行うものであり、システムを進化させ、安全衛生水準
の向上を図る重要な取組である

システムの
妥当性

システムが、建設事業場に適したものであり、ＰＤＣＡ
サイクルを回すことで確実にレベルアップされていくも
のであること

システムの
有効性

システムが、建設事業場の安全衛生水準の向上に寄
与していること



建設業労働災害防止協会

JCOSHA All right reserved

コスモス運用のためのツール

内容

・コスモスの概要
・マニュアル参考例
・複数の支店を有する本社に求められる基本的事項

など

マニュアル参考例などの様式例がダウンロードできます
ダウンロードデータはWord,Excelなので書き換え可能！

・○○建設㈱‐COHSMSマニュアル[Word]
・化学物質取扱作業のリスクアセスメント実施要領[Word]
・各種様式参考例[Excel] など

35
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３ 中小規模建設事業場向けコスモス

コンパクトコスモス

建設業労働災害防止協会

37
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・ 建設業における労働災害の９３％

は、従業員５０人未満の事業場に
おいて発生しています。

・ 中小規模建設事業場にコスモスを

導入し、労働災害の減少を図るこ
とが必要です。

・ 中小規模建設事業場におけるコス

モス導入、実施運用の負担軽減を
図ることが必要です。

「コンパクトコスモス」 の開発

中小規模建設事業場向けコスモス
開発の必要性

38

建設事業場規模別労働災害発生状況

1-9名
54％

10-29名
31％

30-49名 8％

50-99名 4%

100-299名 2% 300名以上 1%

50名未満 93 ％

4,327人
7,444人

1,155人

288人
79件

厚労省災害統計より 令和６年確定値

556人
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中小規模建設事業場の特徴

● 組織的に小規模であることから安全衛生管理の仕
組みが比較的シンプルです。

● 施工する工事の種類が比較的少ないことから想定
される安全衛生リスクがある程度限定されます。

● 本社と作業所が距離的にも管理的にも近い関係
にあります。

作業所の負担を軽減する運用が可能
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コンパクトコスモスの適用条件

① 常時使用する労働者数が おおむね50人程度までであること。

② 本社と作業所の間に「支店」等の施工及び安全衛生管理部署
が無く、本社が全ての作業所を直轄で管理していること。

本 社

作業所作業所作業所

労働者数 概ね50人程度まで

40
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コンパクトコスモスの基本的考え方

41

コスモス ＝ コンパクトコスモス

コスモス コンパクトコスモス

店社の
基本的事項

１７項目

作業所の
基本的事項

１４項目

店社の
基本的
事項

９項目

店社実施事項を
作業所で活用する

基本的事項

８項目

作業所の
基本的
事項

６項目

● 基本的にコスモスとコンパクトコスモスは同じものです。
● コスモスにおける店社の基本的事項を作業所で活用しようとするものが

コンパクトコスモスです。
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コンパクトコスモスにおける基本的事項の運用

42
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○○○○作業所　工事安全衛生方針

　○○建設株式会社は、当社の安全衛生水準の向上を図るため、
次の安全衛生方針を表明する。

　１．社員の安全と心身の健康を確保する。

　２．労働安全衛生関係法令、社内安全衛生関係規程等を遵守
　　する。

　３．全社員の協力の下に安全衛生活動を推進する。

　４．当社の労働安全衛生マネジメントシステム（○○○コスモス）
　　を適切に実施する。

　５．ストレスのない快適な職場環境を形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○作業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　☐☐☐☐

方針の表明

○○建設株式会社　安全衛生方針

　○○建設株式会社は、当社の安全衛生水準の向上を図るため、
次の安全衛生方針を表明する。

　１．社員の安全と心身の健康を確保する。

　２．労働安全衛生関係法令、社内安全衛生関係規程等を遵守
　　する。

　３．全社員の協力の下に安全衛生活動を推進する。

　４．当社の労働安全衛生マネジメントシステム（○○○コスモス）
　　を適切に実施する。

　５．ストレスのない快適な職場環境を形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　☐☐☐☐
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（１） 本社において、本社と作業所のシステム体
制を一体的に作成し、全社のシステム体制と
して使用します。

● システム体制は、本社及び作業所の双方で
周知します。

システム体制の整備・周知等
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作業所

本 社

システム体制の整備・周知等
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（１） 本社において実施したリスクアセスメント結
果を作業所で活用します。

（２） 作業所で施工する工事の特性を考慮した時
、本社で評価したリスク以外に重要なリスク
がある場合には、本社のリスクアセスメント結
果を見直します。

危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定
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○○建設株式会社　安全衛生目標

　
　１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する指摘を、各作業所
　　　３件以下とする。

　２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に関する指摘を、
　　　各作業所３件以下とする。

　３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する指摘を、各作業所
　　　２件以下とする。

　４．　定期健康診断を全社員が受診する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　☐☐☐☐

安全衛生目標は、本社に

おける重点管理リスクの中

で「○」印を付けたリスクを

考慮して安全衛生目標を

設定する。

安全衛生目標は、できるだ

け数値目標とする。

○○○○作業所　工事安全衛生目標

１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する指摘を、各作業所
　　　３件以下とする。

　２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に関する指摘を、
　　　各作業所３件以下とする。

　３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する指摘を、各作業所
　　　２件以下とする。

　４．　定期健康診断を作業員全員が受診する。
　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○作業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　☐☐☐☐

工事安全衛生目標は、基

本的に本社の安全衛生目

標と同じとする。

作業所における重点管理

リスクから、追加すべき目

標がある場合は追加する。

工事特性を考慮した時、工

事にそぐわない本社の目

標がある場合は削除する

ことができる。

安全衛生目標の設定
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（１） 本社の安全衛生計画を、本社実施事項と作
業所実施事項に分けて作成し、作業所実施
事項を工事安全衛生計画として活用します。

（２） 作業所で施工する工事の特性を考慮した時
、本社で評価したリスク以外に重要なリスク
がある場合には、これを考慮して本社の安全
衛生計画を見直します。

安全衛生計画の作成
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○○　年　度　　　安　全　衛　生　計　画

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

◆本週間

◆

◆本週間

施工検討会を３回開
催。

施工検討会を２回開
催。

施工検討会開催１０
０％。災害防止につ
いて十分な検討が
できた。
脚立使用説明資料
については、安全パ
トロールでの指摘が
前年度より少ないこ
とから効果が認めら
れる。

社　　長
　　　安全衛生目標
　　　　１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する指摘を、各作業所３件以下とする。
　　　　２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に関する指摘を、各作業所３件以下とする。
　　　　３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する指摘を、各作業所２件以下とする。
　　　　４．　定期健康診断を全社員が受診する。

　　安全衛生方針
　　　１．社員の安全と心身の健康を確保する。
　　　２．労働安全衛生関係法令、社内安全衛生関係規程等を遵守する。
　　　３．全社員の協力の下に安全衛生活動を推進する。
　　　４．当社の労働安全衛生マネジメントシステム（○○○コスモス）を適切に実施する。
　　　５．ストレスのない快適な職場環境を形成する。

社内
安全衛生

活動

　　安全衛生委員会　　　　　 ：　毎月第４週の金曜日　　　　　　本社パトロール　　　：　各現場毎月１回　　　　　　定期健康診断　　：　５月実施　　　　　　　　 ストレスチェック　 ：　１０月
　　作業所災害防止協議会　：　毎月１回　　　　　　　　　　　　　 社長パトロール　　　：　年４回　　　　　　　　　　　　特殊健康診断　　：　随時　　　　　　　　　　　システム監査　　 ：　７月～１２月

　特記事項　　快適な職場環境の形成実施事項
　　　１．ノー残業デー（毎週水曜日）　　　３．社内禁煙　　　　　　　　５．社内レクリエーションの実施
　　　２．有給休暇の取得推進　　　　　　　４．整理整頓の励行

営業部長総務部長安全部長工事部長

安
全
衛
生
行
事

予定通り実施。 予定通り実施。 予定通り実施。 予定通り実施。
全行事を予定通り
実施できた。

安全部長
工事部長
総務部長

　３月　年度末労働災害防止強調月間

　４月　春の交通安全運動

　６月　安全大会

　７月　全国安全週間

　９月　秋の交通安全運動

１０月　全国労働衛生週間

１２～１月　年末年始労働災害防止強調期間

ガードマンの配置は
実施できている。
埋設物、架線につい
ては該当工事なし。

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

安全パトロールで墜
落災害に関する指
摘が１件あったが、
他の作業所では実
施事項は適切に実
施されている。

足場の計画におい
て不備が見られた
ので指導を行った。

架線については防
護ができている。埋
設物については試
掘により位置を確認
している。

各作業所とも実施で
きている。

各作業所とも実施で
きている。

ガードマンの配置及
び埋設物、架線対
策は実施できた。

定期健康診断実
施。３名受診できな
かったので、別途病
院で受診予定。

定期健康診断未受
診の３名の受診完
了。作業所における
確認は実施されて
いる。

作業所における確
認で、受診期限切
れの作業員がいた
為、事業主に指導を
行った。

作業所における確
認は実施されてい
る。

定期健康診断を全
員受診。
作業所における確
認は実施されてお
り、期限切れ等に対
しては指導を行って
いる。

クレーン災害に関す
るヒヤリ・ハットが２
件発生した為、教育
を実施する必要が
ある。

安全パトロールで２
作業所においてク
レーン災害に関する
指摘があった。

作業計画の作成、
立入禁止措置は実
施できている。監視
人の配置について
は、まだ定着してい
ない。

第３四半期の反省
から、監視人の配置
について集中的に
指導を行い、配置で
きるようになった。

安全パトロールで、
クレーン・重機災害
に関する指摘は減
少していない為、次
年度も取り組む必要
がある。

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検作業所長

●
点
検

●
点
検

予定通り実施。
３作業所に実施し、
墜落災害に関する
指摘があった１作業
所に対して教育を実
施。

予定通り実施。
７作業所に実施し、
クレーンに関する指
摘があった２作業所
に対して教育を実
施。

社長パトロールを１
０月に実施予定で
あったができなかっ
たため、１１月に実
施。
他は予定通り実施。

事業主パトロールが
少ない為、年度末に
向けて実施するよう
要請文を出した。

パトロールで指摘の
あった作業所に対し
て教育を実施した結
果、下半期は指摘
が少なくなった。
事業主パトロールは
実施が少ない為、次
年度も引き続き要請
していく必要があ
る。

　

◆

◆

●
点
検

●
点
検

安全パトロールで指
摘のあった作業所
に対して教育を実施
した結果、その後の
指摘は極端に少なく
なり効果が認められ
た。

●
点
検

５月の所長会議で、
墜落災害防止に関
する教育を実施。
１作業所に対して、
墜落災害防止に関
する教育を実施。

２作業所に対して、
クレーン災害に関す
る教育を実施。

１１月の所長会議で
クレーン災害に関す
る教育を実施。

作業所の要請により
重機災害に関する
教育を実施。

脚立の使用は当社
のルールに則り使
用されており、説明
資料の効果が出て
いる。

足場の計画におい
て不備が見られた
ので指導を行った。

脚立の使用につい
ては概ねルール―
の順守が出来てい
る。
足場の計画につい
ての知識不足が認
められ、次年度対策
を計画する必要が
ある。

●
点
検

●
点
検

◆

●
点
検

　

◆

◆

●
点
検

◆ ◆

　

◆

◆

●
点
検

◆◆ ◆ ◆

　

◆

◆

●
点
検

◆ ◆

●
点
検

◆

●
点
検

4-1　社員は定期健康診断を必ず受診する。
4-2　作業所長は、協力会社社員及び作業員が定期健康
　　　診断および特殊健康診断を受診しているか確認
　　　する。受診していない場合は、事業主に指導を行う。

１．墜落災害の防止

1-1　足場の計画及び墜落防止対策については、施工
　　　検討会において十分な審議を行う。
1-2　脚立の使用について、当社のルールを説明する
　　　資料を作成する。

安全部長
工事部長

２．クレーン・重機災害の防止
2-1　クレーン・重機作業のある工事については、災害
　　　防止対策について施工検討会で十分な審議を行う。

３．公衆災害の防止
3-1　施工検討会において埋設物及び架線の有無を
　　　確認し、対応を協議する。

施工検討会を４回開
催。
脚立使用説明資料
を作成し配布。

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

●
点
検

２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に
　　関する指摘を、各作業所３件以下とする。

2-1　クレーン・重機作業は必ず作業計画を作成し、社員
　　　が確認したのち作業を行う。
2-2　クレーン・重機作業では、立入禁止措置を確実に行
　　　う。
2-3　重機作業時は、必ず監視人を付ける。

３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する
　　指摘を、各作業所２件以下とする。

3-1　現場出入口にはガードマンを配置し、工事関係車両
　　　と一般通行車両及び通行人の接触を防止する。
3-2　埋設物及び架線等は必ず位置を確認し、試掘や
　　　防護を行う。

年度スケジュール
実施責任者重点施策 実施事項

本

社

実

施

事

項

作

業

所

実

施

事

項

安全部長
社長

協力会社事業主

安全部長

４．安全パトロール

4-1　本社パトロールを各現場月１回実施する。パトロー
　　　ルにおいては、安全衛生目標に関する事項を重点
　　　的に点検する。
4-2　社長パトロールを年間４回実施する。
4-3　協力会社に対しては、事業主パトロールを実施す
　　　るよう要請する。

5-1　安全衛生目標に関する安全衛生教育を、作業
　　　所長会議開催時に実施する。
5-2　作業所の要請により、安全衛生教育を作業員に
　　　対して実施する。

５．安全衛生教育

安全部長
工事部長

４．　定期健康診断を全社員が受診する。

年度総括第４四半期第３四半期第２四半期第１四半期

日常的な点検及び改善

安全部長
工事部長

1-1　足場の計画を法律に基づき適切に行う。
1-2　足場の始業時点検を徹底する。
1-3　作業員が足場の部材を外す場合は、社員に報告
　　　するとともに、復旧状況を社員が確認する。
1-4　高所作業時には、必ず安全帯を使用する。
1-5　脚立を使用する場合は、当社のルールに則り使用
　　　する。

１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する
　　指摘を、各作業所３件以下とする。

●
点
検

●
点
検

施工検討会を３回開
催。

●
点
検

●
点
検

社長パトロール

所長会議時教育 所長会議時教育

本社実施事項

作業所実施事項
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　　工事名　　：　　 　　工　期　　： ○○年　５月１５日　～　○○年　２月２０日

社　　長 工事部長 安全部長 作業所長
達成状況

　２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に関する指摘を、各作業所３件以下とする。

　１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する指摘を、各作業所３件以下とする。

　３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する指摘を、各作業所２件以下とする。

　４．　定期健康診断を作業員全員が受診する。

工事安全衛生目標

１　件

０　件

０　件

０　件 １　件

０　件 ０　件

０　件 ０　件

　５　月 ６　月 ７　月

○

　特記事項
　　　　　　　　　　　　　快適な職場環境の形成実施事項
　　　　　　　　　　　　　　　　１．土曜閉所の実施（毎月第３土曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　２．有給休暇の取得推進
　　　　　　　　　　　　　　　　３．喫煙場所の設置
　　　　　　　　　　　　　　　　４．熱中症対策の実施

●

工事安全衛生方針

　　１．社員の安全と心身の健康を確保する。

　　２．労働安全衛生関係法令、社内安全衛生関係規程等を遵守する。

　　３．全社員の協力の下に安全衛生活動を推進する。

　　４．当社の労働安全衛生マネジメントシステム（○○○コスモス）を適切に実施する。

◆ ◆

◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

●本週間

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆

6-1　全国安全週間準備月間

6-2　安全大会

6-3　全国労働衛生週間

6-4　秋の交通安全運動

6-5　年末年始労働災害防止強調期間

○ ○

●本週間

◆ ◆

◆

◆

5-5　安全衛生教育

１．　安全パトロールにおける墜落災害に関する
　　指摘を、各作業所３件以下とする。

1-1　足場の計画を法律に基づき適切に行う。
1-2　足場の始業時点検を徹底する。
1-3　作業員が足場の部材を外す場合は、社員に報告
　　　するとともに、復旧状況を社員が確認する。
1-4　高所作業時には、必ず安全帯を使用する。
1-5　脚立を使用する場合は、当社のルールに則り使用
　　　する。

５．安全衛生管理活動

４．　定期健康診断を全社員が受診する。

4-1　社員は定期健康診断を必ず受診する。
4-2　作業所長は、協力会社社員及び作業員が定期健康
　　　診断および特殊健康診断を受診しているか確認
　　　する。受診していない場合は、事業主に指導を行う。

◆ ◆5-1　災害防止協議会　毎月最終金曜日

5-2　安全大会　毎月１日

5-3　安全施工サイクル

重点施策 実施事項

３．　安全パトロールにおける公衆災害に関する
　　指摘を、各作業所２件以下とする。

3-1　現場出入口にはガードマンを配置し、工事関係車両
　　　と一般通行車両及び通行人の接触を防止する。
3-2　埋設物及び架線等は必ず位置を確認し、試掘や
　　　防護を行う。

２．　安全パトロールにおけるクレーン・重機作業に
　　関する指摘を、各作業所３件以下とする。

2-1　クレーン・重機作業は必ず作業計画を作成し、社員
　　　が確認したのち作業を行う。
2-2　クレーン・重機作業では、立入禁止措置を確実に行
　　　う。
2-3　重機作業時は、必ず監視人を付ける。

５　　月

クレーンの作業計画
の作成、立入禁止
措置の実施良好。
パトロール指摘な
し。

６　　月　 ７　　月

足場の計画につい
て施工検討会で検
討。特に問題なし。
パトロール指摘な
し。

足場の始業点検完
全実施。
安全帯を使用してい
ない作業員が見ら
れたので、安全衛生
教育を実施した。
パトロール指摘１件

足場の始業点検、
安全帯の使用状況
良好。足場部材の
復旧忘れがあった
ため指導した。
パトロール指摘１件

クレーン・重機作業
なし。
パトロール指摘な
し。

定期健康診断受
診。
協力会社作業員の
健康診断受診状況
を作業員名簿で確
認。

特になし。

協力会社作業員の
健康診断受診状況
を作業員名簿で確
認。

クレーンの作業計画
の作成、立入禁止
措置の実施良好。
パトロール指摘な
し。

計画どおり実施。

計画どおり実施。
安全衛生教育を墜
落災害防止をテー
マに実施。

計画どおり実施。

計画どおり実施。
安全週間に特別パ
トロールを実施。

予定行事なし。 計画どおり実施。６．年間行事

12 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11

5-4　本社パトロール

　　５．ストレスのない快適な職場環境を形成する。

全　工　期　工　事　安　全　衛　生　計　画

スケジュール 日常的な点検及び改善

ガードマンの誘導良
好。
架線の防護と埋設
物の試掘実施。
パトロール指摘な
し。

ガードマンの誘導良
好。
パトロール指摘な
し。

ガードマンの誘導良
好。
パトロール指摘な
し。
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コンパクトコスモス運用のためのツール

目次

1. コンパクトコスモスとは
2. コンパクトコスモスにおけるコスモスガイドライン

の基本的事項の運用
3. ツール「コンパクトコスモス」（参考例）

(1) システムマニュアル
(2) 文書と様式

≪参考 １≫ コンパクトコスモス確立までの手順
≪参考 ２≫ リスクアセスメントに関する参考資料

ダウンロード可
※ダウンロード版については、10月発行予定
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コスモス認定までの流れ

建設業労働災害防止協会

52
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コスモスの導入から認定申込まで

システム導入の決定

システム構築のための準備

マニュアル及び様式類の作成

システム教育の実施

システムの試行

システム監査

システムの見直し

コスモス認定申込システムの本格的実施運用

・マニュアル改訂等

・経営者の意思決定、安全衛生委員会での決議

・担当者の選任、情報収集

・社員に対するシステムの実施運用方法の教育

・システムのトライアル
・ＰＤＣＡサイクルの実施

・システムの実施運用状況の監査

半年
～

1年半

・システムの「核」となるマニュアル、様式は運用
中のものを活用、又は新たに作成
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コスモス認定の流れ

事

前

相

談

書

面

調

査

認

定

審

査

会

コ
ス
モ
ス
認
定
証
の
交
付

提出書類
の確認等

認

定

実

地

調

査

申

込

受

付

最短１.５ヶ月 最短１.５ヶ月

〔申込みから認定までの期間は、申込み状況等により変わります。〕

評価者が担当する業務
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区分 時 間 実施事項 出席者

１
日
目
（店
社
）

９：００～９：３０
・ 開始時あいさつ
（オープニングミーティング）
・ 建設事業場の概要説明

・社長又は支店長
・店社管理監督者
・店社安全衛生担当者

９：３０～９：５０ ・ 建設事業者インタビュー ・社長又は支店長

９：５０～１２：００ ・ 店社調査（1）（ヒアリング） ・店社管理監督者
・店社安全衛生担当者

１
日
目
（作
業
所
）

１２：００～１３：４５ ・ 休憩（昼食）
・ 作業所へ移動

１３：４５～１４：１５ ・ あいさつ
・ 工事概要説明 ・作業所長

・作業所管理監督者
・店社安全衛生担当者

１４：１５～１５：００ ・ 工事現場視察
１５：００～１６：４５ ・ 作業所調査（ヒアリング）
１６：４５～１７：００ ・ 講評等

（店
社
）

２
日
目

９：００～１１：３０ ・ 店社調査（2）（ヒアリング） ・店社管理監督者
・店社安全衛生担当者

１１：３０～１２：００
・ 終了時あいさつ
（クロージングミーティング）

・社長又は支店長
・店社管理監督者
・店社安全衛生担当者

55

実地調査のスケジュール例
（コスモスの場合）
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実地調査のスケジュール例
（コンパクトコスモスの場合）

区分 時間 実施事項 出席者

作
業
所

８：３０～ ８：５０ ・挨拶、工事概要説明

・作業所長
・本社安全衛生担当者

８：５０～ ９：２０ ・工事現場視察

９：２０～ ９：３５ ・作業所各級管理者面談

９：３５～１１：５０ ・作業所調査（ヒアリング）

１１：５０～１２：００ ・講評等

本

社

１２：００～１３：００ ・昼食、本社へ移動

１３：００～１３：１０ ・初回会議（挨拶等） ・社長
・本社管理監督者
・本社安全衛生担当者１３：１０～１３：２５ ・システム最高責任者の面談

１３：２５～１３：５５ ・本社システム各級管理者の面談 ・本社管理監督者
・本社安全衛生担当者１３：５５～１７：００ ・本社調査（ヒアリング）

１７：００～１７：３０ ・最終会議（挨拶、講評等）
・社長
・本社管理監督者
・本社安全衛生担当者
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コスモスの認定の費用（３年間で）

57

コスモス認定（個別認定）

認 定 費 用

コンパクトコスモス認定

117万7000円＋旅費・宿泊費

実地調査日数

（建災防会員、税込） （建災防会員、税込）

前日移動日＋実地調査1.5日

認 定 費 用

実地調査日数

60万7200円＋旅費・宿泊費

前日移動日＋実地調査1日
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研修期間：２泊３日
研修料 ：132,550円（食事代・消費税込み）
研修内容：建設企業で建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）を構築運用する担

当者が、コスモス構築に必要な基本的な知識及び安全衛生計画の作成に至る手法
などを修得する講座です。また、コスモス認定申請の手続き等についても解説します。

教育センターで実施するコスモスの研修について

建設業安全衛生教育センター
〒285-0003 千葉県佐倉市飯野852
TEL：043-486-1321 FAX：043-486-7341

建設業安全衛生教育センターの外観

コスモス構築・認定担当者研修講座

研修期間：２泊３日
研修料 ：132,550円（食事代・消費税込み）
研修内容：建設企業が構築したシステムの実施及び運用状況の監査を担当する、企業内の「内

部システム監査担当者」が、システム監査に必要な監査手法に関する基礎知識など
を修得する講座です。

コスモス内部システム監査担当者研修講座
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コスモスに関するお問合せ先

59

ご質問やご相談など
お気軽に何でもお問い合わせください
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受講者アンケートにご協力をお願いいたします。
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令和７年度
建設業労働安全衛生マネジメントシステム

コ ス モ ス 説 明 会

※説明会終了後に下記QRコード、又はURLよりご回答いただけます。

https://e.cnz.jp/sv/estt/cPUfSTLY


